
 

川崎市市内事業者エコ化支援補助金交付要綱 

 

 （通則） 

第１条 川崎市市内事業者エコ化支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、川崎

市補助金等の交付に関する規則（平成１３年川崎市規則第７号）の定めによるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 この要綱は、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例（平成２１年川崎市条例第５

２号）第１６条に基づく中小規模事業者（以下「中小規模事業者」という。）への必要な支援と

して、中小規模事業者が実施する再生可能エネルギー源利用設備及び省エネルギー型設備の導

入に対し、補助金を交付することにより、中小規模事業者における地球温暖化対策を推進し、

併せて中小規模事業者の振興育成を図ることを目的とする。 

 （補助対象事業者） 

第３条 補助金の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、次の各号すべてに該

当する事業者とする。 

（１）次のアからエのいずれかに該当する市内に事業所を有する又は市内に事業所を新設する中

小規模事業者 

ア 次に定める要件の全てに該当する中小企業者 

（ア）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者 

（イ）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業基本

法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。以下同じ。）が所有していな

い事業者 

（ウ）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有していない事業  

  者 

イ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人であって、常時使

用する従業員の数が１００人以下の者 

ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人であって、常時使用

する従業員の数が３００人以下の者 

エ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人であって、常

時使用する従業員の数が１００人以下の者 

（２）「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定事業者又は第１４条に定める完了届の提

出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得予定である事業者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者は次に定める各号の全ての要件を満たすものとす

る。 

（１）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めていない事業者 

（２）川崎市税（法人にあっては法人市民税を、個人にあっては個人市民税をいう。）の納税義務

者である事業者。ただし、補助対象事業者が前項第１号イ又はエに該当し、かつ川崎市税の

納税義務がない場合は、この限りでない。 

（３）川崎市税及び川崎市に対する債務の支払い等の滞納がない事業者 



（４）事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守している事業者 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に定める各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。 

（１）法令、条例、川崎市補助金等の交付に関する規則、この要綱又はこれらに基づき市長が行

った指示に反する行為を行っている者 

（２）政治団体 

（３）宗教上の組織又は団体 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第１項に規定する風俗営業、同条５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条１３項に規定す

る接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っているもの 

（５）公序良俗に反する等の市長が適当でないと認めるもの 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、前条第１項第１号アの補助

対象事業者が行う別表１に定める事業又は前条第１項第１号イからエの補助対象事業者が行う

別表１の１及び別表１の４に定める事業であって、次の各号に定める要件に該当するものとす

る。 

（１）補助対象事業者が事業を営む市内の事業所で実施する事業 

（２）別表１の２（１）及び（２）並びに別表１の３に定める設備を導入する場合は、既存の事

業所で使用している設備（以下「既設設備」という。故障中のものを除く。）を更新する事業

であって、補助対象事業により導入する設備（以下「導入設備」という。）が既設設備の使用

用途と同じであること 

（３）別表１の１（１）～（７）に定める設備以外を導入する場合は、第９条第１項に規定する

補助金の交付申請を行う前々年度から補助金の交付申請を行う年度の３月３１日（休庁日で

ある場合はその前日）までに、設備を導入する事業所において神奈川県又は川崎市が実施す

る省エネルギー診断等を受診又は受診を予定し、報告書を受領又は受領を予定している事業

者が実施する事業 

（４）事業実施による二酸化炭素排出量削減効果を定量的に把握できる等、地球温暖化対策に資

すると認められる事業 

（５）導入設備の設置工事を伴う事業 

（６）次条に定める補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）が５０万円以上であ

る事業 

（７）補助対象事業者自らが費用負担を行い、当該年度の３月１５日（休庁日である場合はその

翌日）までに工事及び支払等が完了する事業 

（８）次のいずれにも該当しない事業 

ア 事業所のうち居住用途及び居住用途との兼用部分における設備の導入 

イ 中古設備の導入 

ウ リース契約による設備の導入 

エ 兼用設備（補助対象の区分が明確にできない設備）等の導入 

オ 第９条の交付申請を行う補助対象事業と同一の事業について、既に川崎市の助成制度に

よる助成を受けている、又は採択が決定している事業 



（９）別表１の３に定める設備以外を導入する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律に基づく判断基準（グリーン購入法調達基準）又はエネルギーの使用の合理化等

に関する法律に基づく性能の向上に関する製造事業者等の判断基準（トップランナー基準）

に定めがある設備については、いずれかの基準を満たす設備であること 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な別表１の各事業に係る経費（以

下「必要経費」という。）から、国・県等の補助金、寄付金その他の収入の額を控除した額とす

る。また、必要経費については、対象設備の購入及び設置工事に関する費用を対象とするが、

購入及び設置工事にあたり申請者が要した調査費や事務費、既設設備の処分費、消費税、地方

消費税、印紙税、登録免許税等の税金等、及び各種手数料（銀行振込手数料等）は補助対象外

とする。 

 （補助金の額及び補助率） 

第６条 補助金の額は、別表３に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定により算定した補助金の１万円未満の額は、切捨てるものとする。 

３ 市長は、予算の範囲内において、第１項に定めた補助率を減じることができる。 

４ 市長は、受付を先着順に行う。予算上限に達した場合において、前項の規定による補助率の

減額を行うときは、予算の範囲を超える日に受付した申請者の補助金申請額に応じて、予算の

範囲内で補助金の額を算定する。 

（市内中小企業者への優先発注の義務） 

第７条 補助対象事業者による補助対象事業に係る工事の発注、物品及び役務の調達等（以下「工

事の発注等」という。）に関し、市内中小企業者（川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１

３年３月２１日規則第７号）第５条第２項にいう中小企業者。以下同じ。）の受注の機会の増大

を図るため、補助金の額が１，０００，０００円を超え、かつ補助対象事業者が補助対象事業

に係る工事の発注等を行う場合において、１件の発注金額が１，０００，０００円を超えると

きは、次の各項の要件を全て満たすものとする。ただし、市長が契約の性質上これらの方法に

より難いと認める場合又はその必要がないと認める場合は、この限りでない。 

２ ２者以上の市内中小企業者から見積書の徴取を行わなければならないものとする。 

３ 補助対象事業者は、複数者からの見積書を徴取し競争に付すことにより、最安の見積書を提

示した業者と契約し、工事を実施させるものとする。 

（市内中小企業者への優先発注の努力義務） 

第８条 補助対象事業者による工事の発注等に関し、市内中小企業者の受注の機会の増大を図る

ため、補助金の額や発注金額が第７条第１項に定める条件に該当しない場合においては、次の

各項の要件を全て満たすものとする。 

２ 少なくとも１者は市内中小企業者から見積書を徴取するよう努めるものとする。 

３ 補助対象事業者は、複数者からの見積書を徴取し競争に付すことにより、最安の見積書を提

示した業者と契約し、工事を実施させるものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、交付申請書（第１号様

式。以下「申請書」という。）に、次の各号に定める書類を添えて、別表２の募集期間の間（休



庁日を除く）に市長に申請し、受付をされなければならない。 

（１）補助対象事業概要・計画書 

（２）補助対象事業者が営む事業がわかる資料（会社案内のパンフレット等） 

（３）事業所案内図 

（４）補助対象経費計算書 

（５）見積書等の写し 

（６）市内中小企業者であることの誓約書（第２号様式。第７条に該当する場合） 

（７）見積りが行えないことに係る理由書（第３号様式。第７条第１項ただし書に該当する場合） 

（８）導入設備の仕様がわかる資料 

（９）既設設備の仕様がわかる資料 

（１０）建築図面（配置図、平面図等） 

（１１）導入設備の設置予定場所の写真（申請書の提出前３箇月以内のもの） 

（１２）二酸化炭素排出量削減効果の算定資料 

（１３）法人の履歴事項全部証明書又はその写し（申請書の提出前３箇月以内のもの）。（個人事

業主の場合は、確定申告書の写し、個人事業税の納税証明書等、個人事業主であることが確

認できる書類） 

（１４）納税証明書又はその写し（申請書の提出前３箇月以内のもの）。（法人の場合は法人市

民税の納税証明。個人事業主の場合は市民税・県民税（個人）の納税証明。） 

（１５）建物に係る全部事項証明書又はその写し（申請書の提出前３箇月以内のもの） 

（１６）役員等氏名一覧表 

（１７）建物所有者の承諾及び実施事業に係る設備の管理運営責任者を確認できるもの（当該事

業を申請者以外のものが所有する建物において実施する場合に限る。） 

（１８）事務代行届（第１０号様式。第三者が事務手続を行う場合に限る。） 

（１９）申請者の常時使用する従業員の数を確認できるもの（第３条第１項第１号イからエに該

当する場合） 

（２０）その他市長が必要と認める書類 

２ 補助対象事業者は、市長の求めがあった場合には、第２条で規定する中小規模事業者に該当

することを示す資料として、原油換算エネルギー使用量の算定根拠となった領収書の写し等の

挙証資料を提出しなければならない。 

３ 補助対象事業者は、第７条の規定により、２者以上の市内中小企業者から見積書を徴取した

場合は、比較結果の分かる書類の写しを添付するものとする。 

４ 補助対象事業者は、第７条の規定により、市内中小企業者から見積書を徴取する場合は、市

内中小企業者であることの誓約書（第２号様式）を提出させるものとする。ただし、川崎市の

競争入札参加資格者有資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として搭載さ

れている者を除く。 

５ 本条第１項第７号に定める見積りが行えないことに係る理由書（第３号様式）については、

第７条第１項ただし書の規定により、２者以上の市内中小企業者から見積を徴取し難い事由が

ある場合に提出するものとする。 

６ 別表２に定める募集期間の間（休庁日を除く。）に予算上限に達した場合は、先着順をもって



受付を終了する。ただし、第１３条及び第１５条第２項に規定する補助金額の変更により予算

に余剰が生じた場合、市長は受付を再開することができる。 

７ 補助対象事業者による申請は、同一年度内に１件までとする。ただし、次条に定める中止の

届出を行い、第１３条に定める通知を受けた者については、再度、申請を行うことができる。 

（変更・中止等の申請） 

第１０条 申請者は、申請した事業について、その内容を変更又は中止しようとする場合は、速

やかに変更（中止）申請書（第４号様式）を提出しなければならない。ただし、次の各号に定

める変更については、第１４条第１項に定める完了届に記載することによりこれに代えること

ができる。 

（１）事業実施期間の変更。ただし、当該年度の３月１５日（休庁日である場合はその翌日）ま

でに工事及び支払等が完了しない場合を除く。 

（２）目的の範囲を逸脱しない範囲であって、事業の一部を中止する場合において補助対象経費

から該当分を除算する変更 

（３）目的の範囲を逸脱しない範囲であって、事業の一部を変更する場合において補助金額が変

わらない変更 

（４）同一対象設備における、製品名及び型番等の変更 

（５）その他市長が認める軽微な変更 

２ 補助対象事業を実施する事業所の変更及び導入設備の種類の変更並びに第１１条第２項及び

第１３条により通知した交付の決定額から増額はできない。 

 （交付の決定） 

第１１条 市長は、申請書の提出を受けた後、審査の上、適正であると認められるものに対し補

助金を交付する者（以下「交付決定者」という。）を決定する。 

２ 市長は所要の条件を付して、交付決定通知書（第５号様式。以下「決定通知書」という。）に

より交付決定者に通知するものとする。 

３ 市長は、交付決定の審査にあたって必要と認めるときは、川崎市市内事業者エコ化支援補助

金交付決定審査会（以下「審査会」という。）を設置し、審査会に諮ることができる。 

 （補助対象事業の実施） 

第１２条 交付決定者は、別表２に定める契約可能日以降に補助対象事業の契約を締結しなけれ

ばならない。 

 （交付の決定の変更） 

第１３条 市長は、第１０条の変更（中止）申請書の提出を受けた後、変更（中止）承認通知書

（第６号様式）により、補助金変更交付又は中止の決定を通知するものとする。 

 （完了届の提出） 

第１４条 交付決定者は、申請に係る事業を完了したときは、完了した日から起算して３０日以

内か当該年度の３月１５日（休庁日である場合はその翌日）のいずれか早い日までに、事業完

了届（第７号様式。以下「完了届」という。）に、次の各号に定める書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（１）補助対象経費計算書 

（２）補助事業に係る工事請負契約書の写し、領収書等の写し（補助対象事業者が補助対象事業



に係る費用を負担したことを証する書類）及びその内訳を示すもの 

（３）工事完成図面 

（４）工事完成写真 

（５）二酸化炭素排出量削減効果の算定資料 

（６）発注実績報告書（第８号様式。第７条に該当する場合） 

（７）「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定事業者であることを証明する書類 

（８）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第６号に定める発注実績報告書については、補助金の額が１，０００，０００円を超え、

かつ補助対象事業者が補助対象事業に係る工事の発注等を行う場合において、１件の発注金額

が１，０００，０００円を超える案件について記載するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、補助対象事業について、申請時と内容に変更がない場合、第１

項第１号及び第５号の書類は提出不要とする。 

 （完了検査と補助金額の確定） 

第１５条 市長は、完了届の提出を受けた後、申請書、完了届及び関係書類に基づき、現地での

完了検査を行い、申請書の内容及び決定通知書の条件に適合するかどうかを確認し、適正であ

ると認められるものに対し、交付する補助金額を確定し、額の確定通知書（第９号様式）によ

り交付決定者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の完了検査の結果、適正と認められないものに対し、当該補助金の全部又は一

部を取り消すことができるものとする。 

３ 市長は、前条に定める完了届の提出時点で補助対象事業者が「川崎市脱炭素経営アクション

推進事業者」の認定事業者でない場合は、当該補助金の全部を取り消すことができるものとす

る。 

４ 市長は、第２項又は前項に該当する場合、速やかに、交付決定者に対し補助金額変更の通知

をするものとする。 

５ 交付決定者は、第１項に規定する完了検査及び確認を、当該年度の３月３１日（休庁日であ

る場合はその前日）までに受けなければならない。 

 （補助金の交付） 

第１６条 市長は、前条第１項による補助金額確定後、交付決定者からの請求により、補助金を

交付するものとする。 

（事務手続の代行） 

第１７条 申請者及び交付決定者は、第９条第１項の規定による補助金の交付申請、第１０条の

規定による計画変更又は中止の届出、第１４条の規定による完了届の提出について、第三者に

対して、これらの事務手続を代行させることができる。この場合は、関連法令を遵守の上、代

行させるものとする。 

２ 申請者及び交付決定者は、前項の事務手続を代行させる場合、事務代行届（第１０号様式）

を市長に提出しなければならない。 

３ 手続代行者は、誠意を持って事務手続を実施するものとし、手続の代行を通じ、申請者及び

交付決定者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に

従って取り扱うものとする。 



 （設備の管理等） 

第１８条 補助金の交付を受けた事業者（以下「補助金交付事業者」という。）は、導入設備につ

いて、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）」に定める耐

用年数の期間、善良な管理者の注意をもって適正に維持管理し、効率的運用を図らなければな

らない。 

２ 前項に規定する期間の始期は、第１５条第１項の規定により補助金額を確定した日とする。 

 （処分の制限） 

第１９条 補助金交付事業者は、導入設備の耐用年数の期間内において、当該導入設備を処分し

ようとするときは、あらかじめ処分承認申請書（第１１号様式）を市長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

 （補助金の返還） 

第２０条 補助金交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付決

定等を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）偽りの申請、報告又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。 

（２）この要綱又は補助金の交付条件に違反したとき。 

（３）第４条第１項第３号に規定する省エネルギー診断の受診を予定し、報告書の受領を予定し

ている場合にあって、補助金の交付申請を行う年度の３月３１日（休庁日である場合はその

前日）までに報告書を受領していないとき。 

（４）第７条の規定に違反したとき。 

（５）第１８条に定める導入設備の耐用年数の期間内において、「川崎市脱炭素経営アクション推

進事業者」の認定事業者でなくなったとき。 

（６）第１９条の規定により承認を受けて導入設備を処分したとき。 

 （市への協力） 

第２１条 補助金交付事業者は、補助金を活用して整備した事業を含む中小規模事業者の地球温

暖化対策について、積極的に広報し、普及啓発に努め、本市が行う広報事業について協力する

ほか、市からアンケート調査、ヒアリング等の依頼があった場合、その回答について協力する

ものとする。 

２ 補助金交付事業者は、補助金を活用して整備した事業による二酸化炭素排出量削減効果につ

いて継続して把握するものとし、市長から要請があったときは、二酸化炭素排出量削減効果の

提出に協力するものとする。 

 （暴力団の排除） 

第２２条 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第８条の規定に基づき、申請

者又は第１７条に規定する代行を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金交付の

対象としない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」と

いう。）第２条第６号に規定する暴力団員 

（２）法第２条第２号に規定する暴力団 

（３）法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当があるもの 

（４）法人格を持たない団体にあっては、法人の役員と同等の責任を有する者が第１号に規定す



る暴力団員に該当するもの 

２ 市長は、交付決定者が、前項の規定に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

３ 市長は、必要に応じ申請者又は交付決定者が、第１項の規定に該当するか否かを神奈川県警

察本部長に対して確認を行うことができる。申請者又は補助金交付事業者は、当該確認のため

に個人情報を神奈川県警察本部長に提供し、確認を行うことについて同意することとする。 

 （その他） 

第２３条 この要綱に定めのない事項については、他に定めのある場合を除き、市長が定めるも

のとする。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （川崎市中小企業エコ化支援補助金交付要綱等の廃止） 

２ 川崎市中小企業エコ化支援補助金交付要綱及び川崎市中小企業エコ化支援補助金事業実施要

領は、廃止する。ただし、同要綱に基づき補助金を交付した事業者について、この要綱の第１

８条から第２１条までの規定を適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２４年４月１９日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日）          

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日）        

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日）          

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表１ 

対象事業 

１ 次に定める再生可能エネルギー源利用設備等の導入（発電設備の導入については、電気

事業者と系統連系を行うとともに、申請者自ら電気事業者と電力受給契約を結ぶこと。） 

（１）太陽光発電設備（５０ｋＷ未満のものに限る。ただし、１０ｋＷ以上については自家

消費型に限る。） 

（２）太陽熱利用設備 

（３）風力発電設備 

（４）小水力発電設備 

（５）地中熱利用設備 

（６）バイオマス利用設備 

（７）上記の（１）～（６）に示した発電設備と接続する蓄電池及びＶ２Ｈ（電気自動車等

と事業所とで分電盤を通じて電力を相互に供給するシステムでかつ、国が平成２６年度

以降に実施する充電インフラ整備促進に係る補助事業の補助対象機器として一般社団法

人次世代自動車振興センターに登録されているもの又は一般社団法人ＣＨＡｄｅＭＯ協

議会の認証を受けているものであること。） 

２ 次に定める省エネルギー型設備の導入 

（１）空気調和設備 

（２）燃焼設備（ボイラー・給湯設備等） 

（３）業務用燃料電池（定格出力 3.0kW以上の燃料電池システムであること。） 

（４）上記の（１）に示した空気調和設備と併せて導入する、複層ガラス、遮光フィルムそ

の他の空調負荷低減を目的とした建築物外皮 

３ 次に定める省エネルギー型設備の導入 

  令和５年度から令和７年度の間に認定された川崎ＣＮブランド認定製品（以下「川崎Ｃ

Ｎブランド認定製品」という。）のうち、上記２に該当しないものであって、かつ別表５に

定める設備に該当するもの 

４ 上記の１から３のいずれかと併せて導入する、エネルギー管理装置（以下「ＥＭＳ装置」

という。）。なお、ＥＭＳ装置は、経済産業省などの国が実施する補助事業に定めるＥＭ

Ｓの機能要件を満たす設備であること。 

 

別表２ 

募集期間 契約可能日 

令和８年４月１日～令和９年１月１２日 交付決定通知日以後 

 

 

 

 

 



別表３ 

項番 対象事業 補助金額 備考 

（１） 別表１の１に

定める事業 

次に示す基本補助金額に太陽

光発電出力に応じた加算金額

を加算した金額 

【基本補助金額】 

補助対象経費の３分の１（上

限２００万円） 

【太陽光発電出力に応じた加

算金額】 

太陽光発電出力（キロワット

表示とし、少数第１位以下は

切捨てる）に１kＷあたり１万

円を乗じた金額（上限２０万

円） 

・太陽光発電出力に応じた加算は、

導入設備に太陽光発電設備が含ま

れる場合に限る。 

・太陽光発電出力は、太陽電池モジ

ュールの日本工業規格等に基づく

公称最大出力の合計値とパワーコ

ンディショナーの定格出力合計値

を比較していずれか低い方の値と

する。 

（２） 別表１の２に

定める事業 

次に示す基本補助金額に川崎

ＣＮブランド認定製品導入に

対する加算金額を加算した金

額 

【基本補助金額】 

補助対象経費の４分の１（上

限１５０万円） 

【川崎ＣＮブランド認定製品

導入に対する加算金額】 

補助対象経費の２０分の１

（上限５０万円） 

川崎ＣＮブランド認定製品導入に

対する加算は、川崎ＣＮブランド認

定製品であって、別表４に定める設

備に該当するものを導入する場合

に限る。 

（３） 別表１の３に

定める事業 

補助対象経費の４分の１（上

限１５０万円） 

川崎ＣＮブランド認定製品であっ

て、別表５に定める設備を導入する

事業が対象となる。 

（４） 別表１の４を

別表１の１か

ら３のいずれ

かと併せて導

入する事業 

併せて導入する別表１の１、

別表１の２又は別表１の３の

補助金額を適用 

（４）を含めた補助金額の上限は、

（１）から（３）の補助金額におけ

る上限額をそれぞれ適用する。 

 

 

 

 



別表４ 

製品名 認定事業者名 

ルームエアコン「nocria」シリーズ（2023年発

売モデル以降） 

株式会社富士通ゼネラル 

※認定事業者名は認定当時のもの 

 

別表５ 

製品名 認定事業者名 

Ｃ帯固体化二重偏波気象レーダ（ＴＷ４６２５） 株式会社東芝 防衛・電波システム事業部 小向

工場、東芝電波テクノロジー株式会社 

ＬＥＤライト 

ＳＡＫＵＲＡ ＬＥＤ ＬＩＧＨＴＳ（直管型）

ＳＫＲ４０Ｎ７３－ＭＭ８３Ｎ 

桜総業株式会社 

超短波全方向式無線標識施設 

ＤＶＯＲ－０７Ｃ型装置（ＴＷ４７０６） 

東芝インフラシステムズ株式会社 電波システ

ム事業部 小向工場 

次世代自動改札機システム（ＥＧ－８０００） 東芝インフラシステムズ株式会社 セキュリテ

ィ・自動化システム事業部 小向工場 

マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レー

ダ（ＴＷ４６８２） 

東芝インフラシステムズ株式会社 電波システ

ム事業部 小向工場 

７２ｋＶ ガス絶縁開閉装置 

（ＧＩＳ）ＡＥＲＯＸＩＡＴＭ 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 

※認定事業者名は認定当時のもの 

 


